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こうよう保育園 重要事項説明書  

保育・教育の提供開始にあたり、説明すべき重要事項は次のとおりです。  

 

１．運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称   社会福祉法人浩養会  

事業者の所在地   岐阜県多治見市京町 6 丁目 13 番地の 2 

事業者の連絡先  （電話番号）０５７２－２６－８６３６ 

代表者氏名   理事長  牛込 進  

 

２．事業所の概要  

種別 保育所  

名称 こうよう保育園  

所在地  岐阜県多治見市京町 6 丁目 13 番地の 2 

連絡先  
（電話番号）  ０５７２－２６－７６５０  

（ＦＡＸ番号）０５７２－２６－７６３５  

施設長氏名  長島 徳子  

開設年月日  平成 31 年 4 月 1 日 （小規模保育所Ａ型  平成 28 年 4 月 1 日開設）  

利用定員  
０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児 ５歳児  合計 

９人 １０人  １２人  １３人  １３人 １３人  ７０ 人  

保育園の目的  

保育・教育の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関す

る事項を定め、当園を利用する 0～5 歳児の子ども（以下「園児」と

いう。）に対し、適正な保育・教育を提供することを目的とする。  

基本理念・方針  

基本理念：「愛と奉仕」  

子どもの豊かな未来を育むために、園児ひとりひとりをしっか  

リ見つめた保育を行い、子どもの成長を保護者の方と共に喜び  

分かち合う  

園運営方針  

・児童福祉法に基づき健全な心身の発達を図ることを目的とする  

 

・子どもの最善の利益を考慮し専門的知識、技術および判断を  

 もって保育を行う  

 

・毎日の安定した生活の中でどの子も十分に愛され、心身共に調和

のとれた健やかな子どもを育む  
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・「自律」と「自立」を大切にしたモンテッソーリ教育の思想を取り

入れ、子どもが自ら考えたり物事に主体的に関わったりできる環

境を整える中で、一人一人の自己選択、自己決定を尊重する  

 

・同年齢及び異年齢で一緒に過ごす友達を大切にし、共に喜びを味

わったり憧れを持ったり助け合ったりする様々な経験を通して思

いやりの心を育む  

 

・様々なものに触れ豊かな感性を育むと共に、仲間と「思い」を伝

え合い認め合う対話を重ねながら自分達の生活を創り上げていく

経験の中で、豊かな人間力を育む  

 

園保育目標  

・心身ともに健康な子  

・自ら考え表現する子  

・感性豊かで優しい子  

 

３．提供する保育の内容  

当園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指

針及び保育の全体的な計画に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供します。  

 

４．職員体制   

職種 職員数  常勤 非常勤  職務の内容  

施設長  1 人 1 人    園の業務の統括  

副園長  1 人 1 人   園長を補佐し業務を円滑に回す  

保育主任  2 人 2 人   保育業務の統括（幼児・未満児） 

保育士  16  人 7 人  9 人  
保育の提供、その計画の立案、

実施記録と家庭連絡等の業務  

支援員  1 人  1 人 保育士業務の補助  

調理主任  1 人 1 人   調理業務の統括  

栄養士（兼調理員）  1 人 1 人   給食献立の作成、食育の計画  

調理員  3 人   3 人 給食調理業務  

清掃員  1 人  1 人 園内の清掃業務  

嘱託医  3 人 （内科･眼科･歯科） 園児の健康管理等  
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５．保育・教育を提供する曜日、時間等 

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  
保育標準時間  午前 7 時 00 分～午後 6 時 00 分（１１時間）  

保育短時間  午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分（８時間）  

延長保育  
保育標準時間  午後 6 時 00 分～午後 7 時 00 分 

保育短時間  8 時間を超えた時間  

開所時間  月～土曜日  午前 7 時 00 分～午後 7 時 00 分 

休業日  日曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

６．保育料等の支払い  

月額保育料  
園児が居住する市町村が定める額を毎月市町村へ支払います。  

※3～5 歳児（幼児）、及び第 2 子以降は無償化対象  

延長保育料  

以下の時間帯に保育を必要とする家庭は、延長保育利用の届け出を行い、

園児が居住する市町村が定める額を毎月園へ支払います。  

（継続して利用する場合、入園時に口座振替の手続きをお願いします。） 

 短時間認定の場合  7:00〜8:30、16:30〜19:00 

標準時間認定の場合 18:00〜19:00 

 

※届け出をしていない家庭が、やむを得ず延長保育を利用する必要が生

じた場合（又は QR コードでの降園登録が上記の時間であった場合）、

臨時利用料として以下の額を翌月初旬頃現金で園へ支払います。  

  臨時延長利用料（1 回）   未満児 500 円 ・ 幼児 300 円  

※原則受け入れはしないが、やむを得ず開所時間を超えて保育を利用し

た場合は、時間外の延長利用料を請求します。  

  時間外の延長利用料  未満児・幼児共に 1,000 円 

利用者負担額  

保護者は、下記の用品等にかかる必要負担額を当園に現金で支払います。

（入園月支払い）  

・災害共済給付制度掛金    年間   210 円（給付掛金の一部負担）  

・保護者の会会費        月額   300 円（保護者の会へ支払い）  

               ※年度末までの会費を一括で支払う  

・入園時物品購入代金  

カラー帽子 ※1 歳児以上  実費 

通園服・通園帽子・体操服半袖（長袖） 

体操ズボン・通園リュック  

 

※3 歳児以上  

実費 その他保育用品  
クレヨン・縄跳び・ハサミ等  

 

※毎月発生する下記の必要負担額については、口座振替（毎月 27 日頃）

となります。※振替手続きの都合上、入園月に限り現金で支払い  

・主食費（幼児のみ）    月額  500 円 

・副食費（幼児のみ）    月額 5,100 円 
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７．入園、退園に関する事項  

入園の対象となる園児  2・3 号認定子ども（保育認定）  

入園の内定  市町村の利用調整による  

入園の決定  利用契約書の締結による  

退園の理由  

 2・3 号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む）  

 保護者から退園の申出があったとき  

 利用継続が不可能であると市町村が認めたとき  

 その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

 

８．提供する給食等の内容  

 

平日 

及び土曜日  

昼食 

当園の栄養士が作成する献立をもとに、園内の調理室にて調理し提供し

ます。（離乳食は中期食から対応します）  

おやつ  

未満児は午前と午後の 2 回、幼児は午後 1 回提供します。  

アレルギー等の

対応 

アレルギー、その他の事情により給食に配慮が必要な場合は、個別に面

談し、できる限り対応します。（原則、医師の生活指導表の通りとする。） 

※コンタミネーションに関わる対応が必要な場合は、弁当の持参等をお

願いする場合があります。  
 

 

９．緊急時、非常災害時における対応方法  

防火管理者  佐藤 清美  

消防計画の届出  令和 6 年 3 月 

避難訓練  合同訓練 年 2 回（9 月及び 3 月に実施予定）・園内訓練 年 10 回  

防災設備  非常灯、消火器、防炎ブラインド、非常通報装置  

避難場所  園庭 及び 浩養園・駐車場  

緊急時の対応方法  

１ 当園は、保育・教育の提供中に、園児の健康状態の急変、その

他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡をする

とともに、嘱託医又は園児の主治医に相談する等の措置を講じま

す。 
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２ 保育・教育の提供により事故が発生した場合は、保護者及び多

治見市保育幼稚園課、東濃県事務所等に連絡するとともに、必要

な措置を講じます。  

３ 当園は、事故の状況や事故に際して講じた措置について記録す

ると共に、事故発生の原因を解明し、再発防止のための策を講じ

ます。  

４ 園児に対する保育・教育の提供中に賠償すべき事故が発生した

場合には、損害賠償を速やかに行います。  

緊急時の連絡手段  
（個人に関わること）   対象保護者への電話連絡  

（園全体に関わること） メール等にて一斉配信  

 

 

【管轄する消防署】  

消防署名  多治見市 南消防署  

所在地  多治見市三笠町 2 丁目 21 番地 

電話番号  0572-22-9217 

 

【管轄する警察署】  

警察署名  多治見警察署  

所在地  多治見市宝町 6 丁目 65 番地  

電話番号  0572-22-0110 

 

１０．虐待の防止のための措置  

１ 当園は、園児の人権の擁護・虐待防止のために責任者を設置し、職員に対する研修を

実施します。  

２ 当園は、虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止

等に関する法律の規定に従い、多治見市保育幼稚園課・東濃県事務所等適切な機関に

通告します。  
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１１．相談・要望・苦情窓口  

窓口・対応方法  

１ 当園は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため

に、苦情解決責任者、苦情受付担当者等苦情受付の窓口を設置し、

支給認定保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要

な措置を講じる。  

２ 面談、文書、電話等の方法で苦情を受け付けた際は、速やかに

事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる

解決に努める。その結果、必要な改善を行う。  

３ 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。  

（相談窓口：こうよう保育園 電話 0572-26-7650）  

苦情受付担当者  副園長  佐藤 清美 

相談・苦情解決責任者  施設長(園長) 長島 徳子 

第三者委員  

社会福祉法人浩養会  

 監事  

水野隆夫        (0572-43-2276) 

多治見市笠原町 2145 番地  

京町民生児童委員  
若尾卓子        (0572-24-0339)  

多治見市京町 6 丁目 92 番地 1   

 

１２．嘱託医小児科医  

当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。  

（１）内科  

医療機関の名称  いちはらこどもクリニック  

医院長名  市原 邦彦  

所在地  多治見市小田町５－１０  

電話番号  ０５７２－２４－３４１１  

 

（２）眼科医  

医療機関の名称  むらせクリニック  

医院長名  村瀬 智子  

所在地  多治見市三笠町１－１０  

電話番号  ０５７２－２２－８４９９  
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（３）歯科医  

医療機関の名称  おとわ歯科クリニック  

医院長名  村瀬 元康  

所在地  多治見市音羽町４‐９３  

電話番号  ０５７２－２１－５６７７  

 

１３．健康管理  

当園は、常に園児の健康に留意し、嘱託医による健康診断を内科は年 2 回、眼科と歯科は

年各 1 回実施し、その結果を記録します。  

 

１４．賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類（２）  施設賠償責任保障 東京海上日動火災保険株式会社  

保険の内容  対人賠償 対物賠償  

保険金額  1 名 1 億円 ・1 事故、1 請求 3 億円 1 事故 100 万円  

 

１５．個人情報の取り扱い  

個人情報保護法に基づき、秘密事項及び個人情報を保護します。  

当園の職員は、自らの社会的責任を認識し、将来にわたって園児又はその家族等の大切な

個人情報を適正、安全に取り扱うため、役職員のすべてが順守すべき行動基準として個人

情報保護方針を定め、その順守の徹底を図ります。  

 

１６．その他  

この重要事項説明書の内容は、令和 8 年度のものです。  

在園する園児数、学級数、人事異動等によって、内容が変更になる場合があります。  

 


